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命
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七
四
（
六
九
六
）

近
世
都
市
近
郊
に
於
け
る
農
民
生
活

城
州
乙
訓
郡
今
里
村
に
扮
け
る
庄
屋
解
職
運
動
に
つ
い
て

足
　
　
立

政
　
　
男

一
、

二
、

三
、

四
、

五
、

は
　
し
　
が
　
き

今
里
村
の
概
況

寛
政
四
年
に
お
け
る
解
職
運
動

寛
政
五
年
に
わ
け
ろ
解
職
運
動

む
す
び

、
は
し
が
き

　
私
は
こ
こ
数
年
来
「
、
近
泄
に
わ
け
る
山
城
農
民
の
絆
済
生
活
」

に
つ
い
て
研
究
を
続
け
、
地
方
有
識
者
諦
賢
の
助
力
に
よ
つ
て

着
々
そ
の
資
料
を
蒐
集
し
て
い
る
次
独
で
あ
る
が
、
そ
の
一
部

た
る
京
都
近
郊
農
村
に
わ
け
る
農
民
件
．
沽
の
一
形
態
と
し
て

「
山
城
国
乙
訓
郡
今
里
村
の
農
民
生
活
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
の

生
活
を
ば
、
そ
の
農
民
間
に
惹
起
し
た
政
治
的
、
経
済
的
紛
争

問
題
の
面
よ
り
切
断
し
、
之
が
宛
胴
を
行
わ
ん
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
そ
も
そ
も
徳
川
時
代
の
農
民
糊
に
惹
起
せ
る
多
く
の
紛
争
事

件
は
土
地
経
済
を
下
部
構
造
と
し
て
立
つ
所
の
封
健
制
度
の
下

に
わ
い
て
必
然
的
に
起
る
べ
き
杜
会
現
■
象
で
あ
る
。
然
も
そ
れ

は
時
代
が
典
な
り
、
封
雄
制
咬
そ
の
も
の
が
変
貫
し
、
変
化

す
る
に
っ
て
、
そ
の
紛
争
の
意
義
も
亦
変
化
し
て
行
く
で
あ
ろ

う
し
、
更
に
そ
の
発
生
の
領
域
を
地
方
別
に
見
る
と
そ
れ
ぞ
れ

異
む
れ
る
地
方
色
を
示
し
、
そ
の
地
方
の
自
然
的
社
会
的
経
済

的
事
情
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
よ
う
な



農
民
閉
に
お
け
る
紛
争
閥
題
に
つ
い
て
、
そ
の
発
生
の
杜
会
灼

意
義
近
ぴ
に
時
閉
灼
変
異
ユ
び
地
理
的
分
布
の
意
義
を
究
明
す

る
事
は
、
近
世
に
お
け
る
山
城
民
の
経
済
生
活
を
具
体
的
に
分

析
す
る
上
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が

本
質
を
歴
史
地
理
的
に
研
究
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
ひ
い
て
は

徳
川
時
代
の
封
姪
制
政
の
本
質
、
態
様
並
び
に
そ
の
崩
壊
過
程

を
有
効
に
聞
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
わ
本
秘
の
史
料
は
、
今
里
村
の
元
庁
崖
宇
右
ヱ
門
家
で
あ

り
、
乙
訓
村
元
村
長
（
長
法
寺
、
今
里
、
井
之
内
、
粟
生
各
村
合
併

に
ょ
る
）
、
現
長
胴
町
教
育
委
貝
と
し
て
声
望
硲
き
小
山
寛
一
氏

所
蔵
の
文
書
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
氏
の
寄
せ
ら
れ

た
厚
意
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

二
、
今
里
村
の
概
況

　
近
廿
に
お
け
る
山
城
国
乙
訓
郡
今
里
村
は
京
都
三
条
大
橋
よ

り
お
よ
そ
十
二
粁
の
距
離
に
あ
る
近
郊
農
村
に
し
て
西
国
海
道

よ
り
は
約
一
粁
山
子
に
位
置
し
た
純
農
村
で
あ
る
。
そ
の
村
号

が
往
古
の
記
録
に
見
え
る
も
の
と
し
て
は
、
鳥
羽
帝
の
御
製
に
、

　
　
　
近
世
都
市
近
郊
に
於
け
る
農
民
生
活
（
足
立
）

　
　
日
暮
れ
な
ば
遠
方
の
今
里
蚊
遣
り
多
く

　
　
　
鳥
羽
田
の
西
に
煙
り
た
な
び
く

　
と
詠
ま
れ
て
お
・
．
リ
、
今
里
の
村
号
な
る
も
の
は
相
当
古
く
か

ら
あ
つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
起
因
の
年
暦
は
不
詳

で
あ
る
。
従
つ
て
管
轄
も
上
古
は
誰
の
下
に
帰
属
領
有
さ
れ
て

い
た
か
は
不
詳
で
あ
る
。
た
だ
明
確
さ
を
多
少
欠
く
が
和
飼
乍

度
前
後
に
予
つ
て
能
勢
市
の
頭
（
当
村
に
現
存
の
能
勢
四
郎
右
門

の
祖
先
・
、
し
称
せ
ら
る
）
が
今
里
村
を
領
有
し
、
「
字
城
山
」
　
と
い

う
と
こ
ろ
に
城
を
築
い
た
と
い
わ
れ
、
今
に
な
お
そ
の
城
跡
ら

し
き
濠
が
僅
か
に
残
仏
し
、
村
民
こ
れ
を
「
林
条
の
城
」
と
呼

ん
で
い
る
。
近
世
に
わ
け
る
領
有
関
係
は
享
和
三
年
「
御
分
問

枇
御
用
、
村
内
書
上
帳
」
に
よ
る
と
左
記
地
頃
に
管
轄
せ
ら
れ
、

殆
ん
ど
変
化
な
く
維
新
に
至
つ
て
い
る
。

、

惣
村
高
　
千
弐
百
弍
拾
七
石

内
高
九
百
五
拾
四
石
四
斗
八
升
弍
合
四
勺

　
高
弐
百
七
拾
弍
石
五
斗
壼
升
七
合
八
勺

　
　
内

六
拾
石

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
（
六
九
七
）

　
　
田
高

畑
屋
敷
高

御
蔵
入



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）

一
、
五
拾
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禁
裏
増
御
料

一
、
弐
百
六
拾
九
石
四
斗
九
升
五
合

　
　
　
（
二
四
町
九
反
六
畝
二
八
歩
）
　
　
伏
見
宮
様
御
家
領

一
、
五
拾
八
石
（
四
町
七
反
七
畝
四
歩
）
　
　
大
聖
寺
宮
様
同

一
、
百
五
石
（
八
町
八
反
七
畝
弐
拾
壼
歩
）
　
花
山
院
様
　
同

一
、
百
四
石
（
八
町
七
反
弐
畝
拾
七
歩
）
　
　
西
園
寺
様
　
同

一
、
百
石
（
八
町
七
反
八
畝
弍
拾
弐
歩
）
　
　
大
炊
御
門
様
同

一
、
百
石
（
八
町
四
反
六
歩
）
　
　
　
　
　
　
松
木
様
　
　
同

一
九
拾
石
（
七
町
八
反
弍
畝
拾
壷
歩
）
　
　
　
万
里
小
路
様
同

、
五
拾
石
（
三
町
九
反
弐
畝
拾
八
歩
）
　
　
転
法
輪
様
　
同

、
五
拾
石
（
三
町
九
反
六
畝
弍
拾
八
歩
）
　
葉
室
様
　
　
同

、
八
拾
石
（
七
町
九
畝
九
歩
）
　
　
　
　
　
酉
洞
院
様
　
同

、
六
拾
石
（
四
町
五
反
三
歩
拾
三
歩
）
　
　
藤
大
納
言
様
同

、
三
拾
九
石
五
斗
五
合
（
三
町
三
畝
弐
拾
五
歩
）
長
門
御
Ｈ
様

、
九
石
（
六
反
九
畝
弍
拾
歩
）
　
　
　
　
　
鷲
尼
様
　
　
同

な
お
戸
数
人
口
も
次
の
如
く
で
あ
る
。

、
村
内
惣
家
次
、
へ
菌
軒
一
鍵
飯
舵
■
小
一

侭
シ
人
徴
四
百
四
拾
五
人
内
男
百
七
拾
四
人
女
百
七
拾
壼
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
（
六
九
八
）

　
右
の
如
き
十
五
本
所
の
管
轄
下
に
あ
り
、
そ
の
統
治
方
法
と

し
て
は
わ
よ
そ
次
の
如
き
村
役
人
を
配
置
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
年
代
に
よ
り
差
異
が
認
め
ら
れ
る
）

村
庄
屋
は
三
人
、
同
年
寄
二
人
、
地
頭
庄
屋
十
人
、
同
年
寄
十

四
人
、
御
局
庄
屋
一
人
、
同
年
寄
一
人
、
町
頭
役
七
人
、
池
掛

役
五
人
、
（
小
山
寛
一
氏
調
査
に
よ
る
。
）

　
こ
れ
等
村
役
人
の
給
料
は
給
米
と
称
し
一
ケ
年
村
庄
屋
一
人

玄
米
三
石
、
御
触
一
ケ
年
玄
米
一
石
、
村
年
寄
一
人
玄
米
二
石
、

町
役
一
人
玄
米
一
斗
、
池
轡
役
一
人
玄
米
三
斗
、
地
頭
庄
屋
一
人

高
百
石
に
付
玄
米
一
石
、
同
年
寄
高
百
石
に
付
玄
米
三
斗
宛
地

頭
よ
り
給
米
を
う
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
庄
屋
の
申
に
は
、
一
地

頭
庄
屋
及
び
同
年
寄
の
み
）
．
そ
の
勤
労
に
よ
つ
て
そ
の
地
頭
よ
り

御
紋
付
上
下
戊
は
帯
刀
御
免
讐
を
下
賜
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。

近
世
は
勿
論
現
在
に
お
い
て
企
く
の
純
農
村
で
「
村
明
細
帳
」

に
「
男
女
耕
咋
仕
け
之
外
乎
聯
不
仕
候
」
　
１
村
内
諦
商
人
無
御

座
侯
」
と
あ
る
如
ノ
＼
も
つ
ぱ
ら
農
耕
の
み
を
稼
業
と
し
て
お

り
、
同
じ
／
一
訓
椰
で
京
都
近
郊
農
村
と
し
て
○
仰
足
村
が
海
道

筋
に
沿
つ
た
半
農
半
職
人
的
或
は
半
農
半
商
人
的
構
迷
（
一
）
一
命



館
経
済
学
第
一
巻
第
二
号
「
近
吉
山
城
農
民
の
澄
済
生
活
」
－
拙
稿
）

の
村
で
あ
つ
払
」
の
と
は
全
く
異
つ
た
構
造
組
織
を
も
つ
た
村
で

あ
る
。
近
世
に
い
、
～
け
る
今
里
村
は
、
束
は
小
畑
川
を
は
さ
ん
で

上
植
野
村
領
、
南
は
開
田
村
領
、
西
は
某
生
村
領
、
北
は
井
之

内
村
領
に
境
界
し
、
村
の
申
火
部
に
七
十
軒
～
八
十
余
軒
の
農

家
が
集
団
し
て
建
ち
、
十
五
家
領
も
の
田
畑
が
入
り
組
ん
だ
複

雑
な
村
を
形
ず
く
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
残
存
す

．
る
絵
図
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
所
で
あ
る
。
尚
、
村
の

経
済
状
態
は
決
し
て
豊
か
で
は
な
く
、
田
畑
は
決
し
て
豊
穣
で

は
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
は
稿
を
改
め
て
明
か
に
し

た
い
と
思
つ
て
い
る
が
文
化
二
年
丑
十
二
月
十
一
日
に
四
名
の

庄
屋
か
ら
代
官
役
所
に
差
出
し
た
「
乍
恐
奉
願
口
上
書
」
に
も

　
「
当
村
万
之
義
者
元
来
日
損
所
御
座
候
処
共
上
近
年
干
損
打
続

村
申
殊
之
外
難
儀
仕
候
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
灌
概
用
水

の
便
が
悪
く
、
傲
か
に
淑
池
水
が
そ
れ
に
使
用
ざ
れ
、
干
損
の

た
め
に
生
活
が
難
儀
を
趣
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
何
れ
に
し
て
京
都
と
い
つ
た
大
都
市
の
近
郊
に
あ
り
、
そ
れ

だ
け
に
叉
京
都
の
他
の
都
市
と
異
な
つ
た
近
世
に
お
け
る
組
織

　
　
　
　
近
世
都
市
近
郊
に
於
け
る
農
民
生
活
（
足
立
）

言
り
性
格
が
強
く
村
に
反
映
し
、
村
の
構
造
な
り
、
村
の
農
民

生
活
に
深
い
影
響
を
与
え
一
、
い
ニ
ニ
と
は
疑
い
得
氾
事
実
１
、
あ

る
。　

　
三
、
寛
政
四
年
に
号
け
る
解
職
蓮
動

　
　
　
　
　
－
圧
屋
七
人
勝
手
依
給
米
を
増
し
新
田
新

　
　
　
　
　
池
を
推
え
葭
原
を
開
き
た
る
に
付
き
－

　
徳
川
時
代
に
於
て
は
、
百
姓
が
支
配
階
級
又
は
そ
の
代
弁
者

に
対
し
て
有
形
無
形
の
利
益
を
主
張
せ
ん
が
た
め
に
団
結
し
て

反
抗
す
る
事
を
徒
党
と
称
し
た
。
即
ち
百
姓
が
共
同
の
目
標
の

為
め
に
集
団
的
運
動
を
な
す
こ
と
で
あ
つ
て
、
か
か
る
集
団
的

運
動
は
種
寿
の
場
合
に
行
わ
れ
た
。
叉
そ
れ
は
必
ず
し
も
支
配

階
級
の
み
に
対
し
て
、
又
は
そ
の
代
弁
者
の
み
に
対
し
て
行
わ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
目
的
久
は
他
の
対
象
に
対
し
て
も

し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
よ
う
な
農
民

集
団
運
動
は
こ
れ
を
類
別
す
る
こ
と
は
甚
だ
刷
難
で
容
易
で
は

な
い
。
何
故
か
と
い
う
に
こ
れ
等
は
〃
夕
く
の
附
随
性
を
帯
び
、
趣

々
の
紛
争
が
相
亙
に
関
連
し
て
わ
り
、
そ
の
本
体
を
明
確
に
把

握
す
る
こ
と
が
困
難
な
か
ら
で
あ
る
。
只
一
定
の
標
準
を
立
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
（
六
九
九
）

●



　
　
　
立
金
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
（
七
〇
〇
）

て
概
念
的
に
之
を
類
別
す
る
と
す
れ
ば
私
の
所
謂
農
民
紛
争
な
　
　
る
も
の
は
お
・
、
び
そ
次
の
如
く
分
類
し
得
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
１
１
支
配
階
級
（
武
士
貴
族
）
に
対
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
Ａ
政
治
的
支
配
関
係
に
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
基
く
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
２
村
役
人
に
対
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
、
イ
支
配
関
係
に
基
く
も
の
ー
１

農
民
紛
争
－

ー
口
非
支
配
関
係
に
基
く
も
の
－

「
Ｂ
経
語
支
配
関
係
に
基
く
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

１
Ａ
地
域
的
利
害
関
係
に
基
く
も
の

Ｉ
Ｂ
職
業
的
利
害
関
係
に
基
く
も
の

一
Ｉ
Ｃ
宗
教
的
利
害
関
係
に
基
く
も
の

　
さ
て
右
の
如
く
種
々
概
念
的
に
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、

こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
城
州
乙
訓
郡
今
里
村
に
お
け
る
寛
政
四
年

の
紛
争
事
件
は
、
支
配
閑
係
に
基
く
も
の
（
イ
）
の
（
Ａ
）
政

治
的
支
配
閑
係
に
基
く
も
の
の
う
ち
（
２
）
村
役
人
に
対
す
る

も
の
で
あ
る
。
即
ち
庄
屋
の
非
違
に
閑
す
る
も
の
で
あ
る
。
村

役
人
た
る
庁
帰
は
あ
る
意
味
に
於
て
農
民
で
あ
る
が
、
之
は
武

士
階
級
、
公
家
陪
級
と
同
じ
く
政
治
的
に
は
文
配
陪
級
と
児
て

差
文
な
い
と
忠
う
。

　
ｍ
．
ち
堆
政
四
年
○
庄
屋
の
楼
暴
な
る
非
違
に
対
す
る
紛
争
は
、

村
万
惣
百
姓
が
集
…
し
て
詳
劣
文
淋
を
も
つ
て
圧
屋
の
不
届
き

１
１
地
主
に
対
す
る
も
の
。

１
２
富
豪
に
対
す
る
も
の

な
仕
業
を
列
挙
し
、
七
人
の
村
方
及
ぴ
地
頭
庄
屋
の
解
職
請
求

を
奉
行
所
に
行
つ
た
も
の
で
、
今
日
の
所
謂
首
長
の
リ
コ
ー
ル

運
動
と
も
鬼
ら
れ
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
お
よ
そ
庄
屋
職
解
職
運
動
と
し
て
の
訴
訟
原
因
は
之
を
素
因

と
動
因
と
に
分
つ
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
素
因
は
こ
の
リ

コ
ー
ル
訴
訟
の
行
わ
れ
た
今
里
村
の
政
治
的
自
然
的
杜
会
的
事

情
に
よ
つ
て
暗
養
せ
ら
れ
た
事
件
発
生
に
対
す
る
素
地
で
あ
る
。

徒
て
根
木
に
遡
れ
ば
封
建
制
皮
そ
の
も
の
が
、
そ
の
堆
養
素
地

一
、
、
あ
る
が
之
は
農
民
紛
争
の
必
■
然
的
普
湿
的
前
捉
を
な
す
も
の

で
あ
る
か
ら
之
は
説
明
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
こ
で
先
ず
封
建

，



制
度
の
下
に
於
け
る
紛
争
発
生
地
の
特
殊
的
な
素
因
を
舟
ら
ね

ば
与
ら
な
い
。
而
し
て
こ
の
よ
う
な
素
因
の
存
在
を
前
提
と
し

て
、
之
に
運
動
の
最
後
の
原
因
が
加
わ
る
時
に
紛
争
事
件
が
勃

発
す
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
こ
の
今
里
村
に
わ
け
る
庄
屋
解
職

の
請
求
連
動
は
如
何
な
る
素
地
の
上
に
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

か
。
し
か
し
て
こ
の
素
因
の
究
明
は
山
城
国
特
に
京
都
近
郊
農

村
の
こ
の
種
の
紛
争
を
解
閉
す
る
為
め
に
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

　
そ
こ
で
先
ず
素
因
に
あ
げ
ら
れ
る
も
の
の
第
一
は
村
が
御
蔵

入
地
を
始
め
と
す
る
十
五
の
請
地
頭
家
に
領
せ
ら
れ
、
そ
の
入

組
が
極
め
て
複
雑
で
、
そ
の
行
政
管
轄
が
極
め
て
小
さ
か
つ
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
事
件
発
生
に
最
も
重
大
な
る
関
係

を
も
つ
て
い
る
と
思
は
れ
る
。
（
村
の
概
況
を
参
照
さ
れ
た
い
）

　
第
二
に
諦
地
頭
の
財
政
が
余
り
に
も
小
規
模
で
あ
つ
た
上
に

先
に
述
べ
た
如
く
「
当
村
方
之
義
者
元
来
日
損
所
二
御
座
候
」

と
い
う
白
然
的
事
情
に
糊
眼
せ
ら
れ
て
経
済
の
発
展
を
計
る
余

地
が
な
く
、
そ
の
維
済
生
活
が
畿
内
殊
に
京
都
近
郊
の
特
異
な

流
通
経
済
の
発
達
に
適
応
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
つ
た
こ
と
で

　
　
　
近
世
都
市
近
郊
に
於
け
る
髪
民
生
活
（
足
立
）

あ
る
。

　
次
に
動
因
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
も
の
は
、
豊
富
な
収
穫
も
な

い
の
に
、
地
頭
役
人
と
圧
屋
が
相
結
托
し
て
不
正
を
働
き
、
村

方
百
姓
の
経
済
的
負
担
カ
を
圧
迫
し
、
そ
の
生
活
を
危
機
に
陥

入
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
素
因
な
ら
び
に
動
因
に
つ
い
て
、
　
「
寛
政
四
年
子
二

月
、
庄
屋
七
人
勝
手
気
儘
に
給
米
を
増
し
、
及
ぴ
薪
田
新
池
を

持
え
、
葭
原
を
開
き
た
る
に
付
「
乍
恐
御
訴
訟
」
』
　
の
実
例
を

究
明
す
る
に
お
よ
そ
次
の
如
き
事
情
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
「
乍
恐
御
訴
訟
」

　
　
　
禁
裏
御
料

　
　
　
御
蔵
入

　
　
　
伏
見
宮
様
御
家
領

　
　
　
西
園
寺
様
御
家
似

　
　
　
松
木
様
御
家
倣

訴
訟
人
　
城
州
乙
訓
郡
今
皿
村
百
姓
六
拾
人
余

同
村

　
西
園
寺
様
御
家
蹟

　
西
洞
院
様
御
家
領

七
九
（
七
〇
一
）



相
手

相
手

相
手

相
手

相
手

相
手

相
手

立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）

　
　
　
庄
屋
　
安
兵
衛

同
村

　
高
倉
様
御
家
領

　
　
　
庄
屋
　
伊
左
衛
門

同
村

　
大
炊
御
門
様
御
家
領

　
転
法
輪
様
御
家
領

　
　
　
庄
屋
　
清
左
衛
門

同
村

　
花
山
院
様
御
家
領

　
　
　
庄
屋
　
伊
右
衛
門

同
村

　
葉
室
様
御
家
領

　
　
　
庄
屋
　
八
右
衛
門

同
村

　
伏
見
宮
様
御
家
領

　
万
里
小
踏
様
御
家
領

　
　
　
庄
墜
　
四
郎
右
術
門

同
村

　
大
聖
寺
様
伽
家
領

　
　
　
庄
屋
　
八
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
（
七
〇
二
）

　
こ
の
よ
う
に
「
今
里
村
百
姓
六
拾
人
余
」
が
団
結
訴
訟
人
に

な
り
、
十
家
領
の
庄
屋
七
人
を
相
手
取
つ
て
奉
行
に
訴
訟
に
及

ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
「
一
、
当
村
之
儀
御
地
煎
十
五
本
所
而

御
高
千
弍
百
弐
拾
七
石
有
之
惣
百
姓
七
拾
軒
余
有
之
」
と
あ
る

如
く
、
村
領
は
十
五
家
領
に
よ
つ
て
管
轄
統
治
さ
れ
、
そ
の
田

畑
地
及
び
耕
作
者
が
亙
に
入
組
み
、
極
め
て
複
雑
な
貢
祖
の
関

係
を
示
し
紛
糾
発
生
へ
の
素
因
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

火
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
村
の
管
轄
構
成
は
畿
内
殊
に
京
都
近
郊

の
諸
村
の
も
つ
て
い
る
特
異
な
統
治
方
式
を
物
語
つ
て
い
る
も

の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
素
因
の
存
在
を
前
提
と
し
て
事
件
発
生
へ

の
動
因
た
る
庄
屋
の
詐
謀
好
策
は
一
体
ど
の
よ
う
で
あ
つ
た
か

を
解
明
す
る
に
ま
ず
第
一
原
因
と
し
て
は
、

　
「
丁
・
・
…
－
・
、
庁
尾
役
之
儀
者
高
百
石
付
壷
石
ヅ
ツ
御
地
頭

よ
り
給
米
被
下
百
妹
よ
り
高
百
石
付
八
、
．
ヅ
ッ
総
米
遣
為
相
勤

め
候
処
相
子
安
兵
衛
伊
ん
ヱ
門
五
六
作
以
前
よ
り
庁
尾
役
柑
幼

古
き
庄
尾
二
而
ハ
無
之
対
｝
岸
而
御
咋
候
処
右
両
人
潅
煎
仕

三
ケ
年
以
前
よ
り
薪
複
に
百
炸
よ
り
げ
帰
給
米
凡
六
石
三
斗
余



押
而
玖
之
此
増
給
米
高
百
石
二
五
斗
余
二
相
成
困
窮
百
姓
難
儀

仕
罷
在
侯
申
に
も
安
兵
街
儀
ハ
増
給
米
余
計
取
之
巾
帳
二

　
・
、
し
あ
る
如
く
欲
深
き
庄
屋
二
人
が
発
頭
に
む
り
庄
屋
○
職
権

を
も
つ
て
勝
手
儘
に
そ
、
の
給
米
を
増
加
す
る
暴
戻
に
出
一
、
・
、
た

だ
で
さ
え
困
窮
で
余
裕
の
な
い
経
済
生
活
に
あ
え
い
で
い
る
村

方
百
姓
を
愈
々
難
儀
に
陥
し
入
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
更
に
こ
の

よ
う
な
．
掠
因
を
知
り
得
る
と
同
時
に
、
寛
政
年
代
の
地
煩
庄
屋

の
給
米
が
上
よ
り
の
給
米
約
二
分
の
一
と
、
下
よ
り
の
給
米
約

二
分
の
一
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
、
高
百
石
に
付
約
二
石
前
後
で

あ
つ
た
こ
と
、
地
頭
庄
屋
は
世
襲
若
し
く
相
当
長
期
に
亘
つ
て

勤
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
閉
ら
か
に
さ
れ
る
。
第
二
の

原
因
と
し
て
は
、

　
「
一
、
当
村
字
坂
本
と
巾
悪
水
抜
キ
を
先
連
而
川
透
シ
致
し

隣
在
六
」
ノ
村
と
及
出
入
此
儀
者
桐
済
、
打
市
川
之
下
二
葭
原
在

之
候
処
杣
丁
之
内
伊
左
ヱ
門
四
郎
右
ヱ
門
八
右
ヱ
門
三
人
之
者

共
村
方
百
炸
共
江
得
心
も
為
致
不
巾
葭
原
を
閉
キ
ｎ
八
向
寄
リ

に
百
姓
五
六
人
所
持
仕
候
水
場
田
地
も
理
不
尽
に
三
人
之
げ
岸

江
引
取
葭
原
粁
に
水
場
田
地
を
十
五
年
鍬
下
無
年
貢
地
と
仕
是

　
　
　
近
世
都
市
近
郊
に
於
け
る
農
民
生
活
（
足
立
）

等
百
姓
之
難
儀
を
い
と
ひ
不
巾
侯
市
川
之
田
地
か
払
」
ち
江
牢
貢

椙
付
却
川
之
年
貢
余
む
い
に
仕
．
侯
旨
是
亦
々
百
柞
江
得
心
も
不

為
致
御
隼
貢
肺
一
之
儀
御
、
ス
切
之
事
を
我
懸
に
取
斗
．
串
候
尤
奴
小
下

十
五
ナ
年
無
年
貢
地
と
相
子
も
の
共
謄
一
手
儀
二
仕
ハ
勿
論
古
川

新
川
ハ
御
地
蚊
違
二
而
庄
屋
共
気
帷
二
年
一
貝
差
操
仕
古
川
か
た
・

ち
江
年
貢
付
付
候
上
ハ
鍬
下
と
し
て
庄
屋
之
内
江
無
年
貢
而
取

込
候
儀
甚
後
賠
キ
仕
方
不
得
其
点
奉
致
候
此
儀
御
吟
味
奉
願
上

候
」
。

　
と
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
全
く
庁
澤
役
を
背
景
に

し
て
詐
謀
好
策
を
め
ぐ
ら
し
、
私
利
私
慾
を
満
さ
ん
と
す
る
三

人
の
庄
屋
を
椙
取
っ
た
訴
松
理
由
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
伊
左
ヱ

門
、
四
郎
右
ヱ
門
、
八
右
ヱ
門
の
三
人
の
庄
屋
が
共
謀
し
て
村

民
に
は
か
ら
ず
膀
手
に
葭
原
（
新
川
筋
敷
地
）
を
閉
墾
し
、
更

に
そ
の
向
い
劣
り
の
百
姓
人
六
人
が
所
持
し
て
い
る
水
場
ｍ
地

を
も
珊
不
尽
に
凧
り
上
げ
、
十
丁
ケ
年
と
い
う
長
期
…
の
鍬
下

年
季
を
膀
乎
に
定
め
、
而
も
無
年
一
以
地
に
し
て
私
利
を
は
か
り
、

さ
き
に
取
上
げ
ら
れ
た
百
姓
迷
を
雌
渋
せ
し
め
る
に
王
つ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
又
古
川
と
薪
川
と
は
地
頭
が
違
つ
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
（
七
〇
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）

を
利
用
し
て
、
古
川
筋
田
地
堤
に
薪
し
く
年
貢
付
を
し
て
白
分

達
の
切
り
開
い
た
薪
川
筋
敷
地
年
貢
の
代
り
と
し
、
新
川
敷
地

を
無
年
貢
で
取
込
み
私
腹
を
肥
や
し
、
不
正
を
働
い
た
の
で
あ

る
。　

こ
れ
は
更
に
こ
の
紛
争
に
関
し
て
書
か
れ
た
寛
政
四
年
子
三

月
の
「
為
取
替
済
状
」
に
よ
る
と

　
「
一
　
字
は
ら
ひ
河
原
く
ぽ
馬
飼
野
添
と
申
所
之
御
定
免
田

地
葭
は
へ
込
場
所
を
開
き
是
迄
風
呂
川
と
申
処
へ
用
悪
水
流
来

侯
を
相
止
め
薪
川
を
堀
凌
右
風
呂
川
す
し
田
地
堤
よ
り
夫
寿
新

規
に
年
貢
を
取
薪
川
筋
敷
地
年
貢
に
出
し
か
へ
去
戊
と
し
よ
り

未
年
迄
為
普
請
料
拾
五
ケ
年
之
附
鍬
下
に
相
定
メ
テ
取
之
村
高

弁
二
相
成
シ
候
事
」

　
「
一
葭
は
へ
込
田
地
粁
請
之
節
百
姓
庁
次
郎
敬
七
と
巾
者
所

持
之
田
地
不
応
対
而
抑
え
庄
屋
方
へ
取
込
本
人
よ
り
返
シ
呉
レ

候
様
二
巾
一
－
候
得
共
相
返
シ
呉
レ
不
申
候
、
何
れ
も
無
拠
難
渋

之
儀
二
御
雌
候
得
ば
右
ヶ
候
之
迦
如
元
致
呉
候
様
新
庄
屋
に
寄

井
惣
百
姓
中
よ
り
申
上
候
」

　
と
あ
り
、
年
貢
を
差
し
く
り
、
庄
屋
の
威
力
を
も
つ
て
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
（
七
〇
四
）

庄
次
郎
、
敬
七
所
痔
の
田
地
を
勝
手
に
奪
取
し
、
そ
の
生
活
を

危
機
に
わ
い
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
、

　
勿
論
当
時
の
庄
屋
連
中
の
う
ち
に
は
惣
百
姓
の
衆
栗
を
に
な

い
、
高
潔
で
良
心
的
な
も
の
も
多
か
つ
た
で
あ
ろ
う
が
、
中
に

は
こ
の
よ
う
な
職
権
を
利
用
し
て
私
利
を
図
る
こ
と
に
吸
々
と

し
た
横
暴
な
庄
屋
も
少
く
な
か
つ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
第
三
の
原
因
と
し
て
挙
ぐ
べ
き
も
の
は
次
の
如
き
事
実
で
あ

る
。　

二
、
当
村
之
南
之
方
三
二
町
斗
之
畑
在
之
候
を
惣
百
姓
中

江
為
致
得
心
も
不
申
三
町
斗
之
畑
持
小
百
姓
江
無
理
抑
二
畑
を

相
手
圧
屋
安
兵
衛
沽
左
ヱ
門
伊
右
ヱ
門
八
郎
右
ヱ
門
方
二
引
き

取
り
薪
開
田
地
と
仕
－
大
型
“
宮
様
御
家
領
に
而
新
池
を
堀
岬
之

方
長
法
寺
村
よ
り
流
来
候
し
た
た
り
水
舛
に
一
入
水
な
打
新
池
に

溜
置
候
而
桐
子
四
人
之
■
一
壁
新
閉
地
江
水
引
取
條
秤
艮
法
寺
よ

り
流
来
り
候
レ
た
た
り
水
山
川
痔
い
候
百
炸
共
旧
地
江
水
工
恋

敷
古
田
江
水
余
り
不
巾
古
旧
干
仙
難
儀
仕
候
何
事
も
百
炸
江
得

心
も
為
致
不
山
、
庁
屋
共
御
私
領
役
中
に
取
入
右
之
戚
光
を
以
権

，



柄
押
に
仕
百
姓
共
を
難
儀
為
致
申
侯
尤
此
度
御
私
領
方
江
御
願

も
巾
上
侯
得
共
地
蚊
役
人
申
も
如
何
二
仕
置
候
哉
一
向
書
付
奥

向
に
取
治
不
申
宙
に
而
差
返
し
被
巾
下
さ
る
仕
儀
無
御
座
此
度

御
訴
奉
串
上
候
」

　
こ
れ
は
さ
き
の
「
為
取
替
済
状
」
に
お
い
て
は

　
　
「
一
字
神
前
林
ノ
尻
川
原
前
堀
ケ
内
と
串
所
二
畑
開
新
田
を

持
へ
宇
宮
は
さ
ん
と
申
処
二
新
池
を
堀
里
右
新
田
へ
用
水
二
引

き
候
処
利
用
ノ
水
筋
之
内
百
姓
分
田
畑
用
水
還
引
き
差
支
此
外

相
対
二
而
取
替
畑
へ
も
新
池
用
水
井
路
溝
よ
り
落
水
之
節
も
折

々
水
つ
き
候
而
及
難
義
侯
事
」
と
な
つ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
四
人
の
庄
屋
が
地
蚊
役
人
に
気
に
入
る
よ
う
に
取
り

入
つ
て
結
托
し
、
交
配
者
の
威
を
借
つ
て
権
柄
抑
に
小
百
姓
か

ら
三
町
稚
の
畑
を
無
〃
や
り
に
取
込
ん
で
新
閉
旧
地
と
し
た
こ

と
、
吏
に
こ
の
新
閉
旧
地
の
漉
水
を
〕
灼
に
新
池
を
堀
り
、
従

・
来
の
水
蹄
水
を
枇
領
し
で
、
下
流
に
あ
る
古
旧
地
を
干
狽
に
陥
し

入
れ
、
百
作
の
作
沽
を
雌
渋
な
ら
し
め
る
鳩
挙
を
あ
え
て
な
す

と
い
つ
た
村
役
人
の
込
な
専
舳
に
対
す
ろ
桁
松
で
あ
る
。
、
時

「
虎
の
戚
を
か
る
狐
」
的
村
役
人
が
如
仙
に
横
．
行
し
て
い
た
か
、

　
　
　
近
世
都
市
近
郊
に
於
け
る
農
民
生
活
（
足
立
）

叉
そ
の
反
面
に
は
い
か
に
小
百
姓
が
圧
追
さ
れ
、
生
活
に
苦
し

み
、
非
道
な
る
権
力
に
よ
つ
て
生
活
権
を
奪
わ
れ
、
そ
の
□
口
の

生
活
に
泣
い
て
い
た
か
が
杵
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
四
は
原
因
と
し
て
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
「
一
　
百
姓
共
困
窮
仕
候
中
に
て
村
方
へ
祐
筆
を
抱
可
巾
旨

‘
祐
筆
之
｝
宅
姓
候
入
用
井
賄
た
し
百
姓
中
江
巾
付
候
是
等
新
規
二

而
百
姓
難
儀
二
付
承
知
不
仕
候
へ
共
他
所
も
の
を
惣
百
姓
に
得

心
も
不
為
致
村
万
に
引
込
候
Ｈ
論
に
而
相
子
之
内
安
兵
衛
伊
左

ヱ
門
発
蚊
仕
侯
」

　
す
な
わ
ち
百
姓
の
生
汀
が
窮
追
し
て
余
裕
が
む
く
貢
租
れ
担

で
一
ぱ
い
で
あ
る
の
に
、
雌
子
に
庁
、
ｋ
が
他
村
か
ら
村
の
箏
記

を
雇
入
れ
ん
と
し
て
、
岸
、
の
役
宅
の
姓
築
費
、
、
苫
記
紛
料
を
百

姓
の
貨
担
に
わ
い
て
賄
わ
ん
と
し
て
紛
午
を
｛
じ
た
の
で
あ
る

が
、
村
役
人
の
枇
処
井
逃
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
村
役
人
と
百

姓
と
の
憾
帖
の
疎
隔
が
打
ち
川
さ
れ
て
い
、
点
、
さ
ら
に
、
肺
一

の
農
村
〔
治
の
盗
－
〃
任
的
な
篶
記
峨
Ｏ
〃
汽
火
び
そ
○
篶
州
一
、

灯
に
他
所
々
り
父
入
れ
・
万
式
１
が
う
か
が
え
、
○
、
・
∴
、
。

　
以
上
、
要
す
る
に
「
篶
一
不
圷
不
川
と
巾
候
ハ
御
．
公
鱗
様
伽
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
（
七
〇
王
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）

面
を
何
の
わ
け
も
な
く
不
存
小
百
姓
共
江
巾
付
地
替
を
仕
御
料

地
御
私
領
地
分
混
雑
仕
候
是
等
不
苫
卜
串
而
候
哉
小
百
姓
共
不

案
内
二
付
帖
蛍
束
取
斗
二
奉
存
乍
恐
御
註
進
奉
巾
上
侯
」
と
訴

え
更
に
「
小
百
姓
共
者
何
も
訳
不
奉
存
承
シ
此
儀
庁
｝
火
に
て

謀
侯
儀
二
候
」
　
「
何
等
之
わ
け
を
不
存
百
姓
共
を
欺
き
地
替
仕

候
段
全
相
手
庄
屋
共
之
什
業
耐
御
喚
候
」
と
村
役
人
の
非
違
を

鳴
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
こ
れ
等
庄
屋
が
そ

の
女
配
者
た
る
地
欧
役
人
と
共
謀
結
托
し
て
私
利
私
舳
を
は
か

つ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
「
相
手
七
人
の
も
の
共
は
我
碓
を
椚
働

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

き
御
私
領
方
御
役
人
と
岬
腹
二
而
法
外
増
長
什
村
方
庁
｝
百
姓

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

二
而
家
数
七
拾
軒
の
内
庁
ｋ
之
一
家
ヲ
除
く
残
物
心
百
炸
六
十
軒

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

余
一
“
行
不
巾
」
と
そ
の
げ
迫
に
よ
る
生
活
の
廿
痛
を
派
．
ん
、
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

牢
行
様
に
「
右
庁
｝
の
内
安
兵
衛
伊
左
ヱ
門
岬
人
は
村
万
退
身

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

什
此
外
桐
丁
丁
人
之
も
の
は
村
役
に
挑
わ
り
不
巾
様
被
篶
仰
何

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
．

被
下
峻
御
願
卒
巾
上
候
」
と
二
名
の
庁
ｋ
に
村
か
ら
ｏ
迫
放
、
戸
し
、

残
り
五
夕
の
庁
峠
に
は
役
儀
継
免
と
今
後
村
役
に
枇
任
せ
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

な
い
二
と
を
要
求
し
、
丁
尤
灯
休
シ
」
我
雌
仕
候
篶
二
い
つ
と
べ

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

く
百
姓
困
窮
仕
桐
Ｔ
ｏ
も
の
共
膀
手
桐
働
身
上
内
吊
宜
破
桐
伐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
（
七
〇
六
）

如
此
二
而
者
村
方
桐
続
難
仕
候
閥
御
慈
悲
為
、
以
願
之
通
御
聞
扇

ケ
被
成
下
バ
難
有
可
卒
存
候
以
上
」

　
「
寛
政
四
作
子
壬
二
月
百
姓
連
名
印
（
六
十
二
名
）
」
と
患
惣

の
う
ち
に
も
断
乎
た
る
庁
峠
解
職
と
そ
の
追
放
の
処
置
を
要
皐

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
殊
に
西
洞
院
様
御
家
領
で
は
そ
の
領
民
全
百
姓
が
連
印
一
、
、
も

つ
て
そ
の
地
以
庄
降
安
兵
街
の
役
儀
塀
職
を
同
地
頭
役
所
に
願

出
て
い
る
。
次
に
そ
の
一
部
を
か
か
げ
る
と
次
の
如
く
一
、
、
あ
る
。

　
丁
右
殴
下
百
炸
七
人
御
願
牢
巾
上
候
逝
二
御
座
候
私
共
、
も
御

求
領
旧
畑
所
丹
仕
維
布
右
安
兵
衛
差
、
配
椚
紡
涙
而
ハ
甚
嫌
蟻
げ

候
冊
安
兵
衛
庄
ｋ
退
役
被
為
仰
付
被
下
御
衣
領
百
炸
」
、
し
内
二
而

柵
蜘
候
様
被
為
仰
付
被
下
表
仮
々
も
此
股
御
願
木
、
ｍ
上
候
御
閉

川
被
伐
下
侠
ハ
バ
燃
打
可
仁
－
庁
快
以
上

　
寛
政
岬
に
↓
十
二
Ｈ
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
百
作
　
（
二
十
二
〃
〔
）
　
　
　
Ｈ

　
丙
洲
院
．
康
御
役
所
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
こ
○
｝
｝
僻
搬
沽
求
に
対
し
て
、
寛
炊
岬
い
子
一
∴
川
に
至
つ

て
、
山
城
｝
乙
川
郁
ビ
寸
〔
付
｝
峠
火
左
ヱ
川
と
山
城
旧
砧
野
郁
．

叶
嶋
村
庁
牢
便
軒
一
二
咋
、
｝
が
ル
証
人
と
仁
つ
て
仲
裁
し
和
淡



が
成
一
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
そ
の
節
「
為
取
梓
済
状
」
に
よ

る
と
、
相
壬
・
庄
屋
達
は
一
ケ
条
宛
そ
の
申
一
ー
て
に
反
駁
を
加
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
令
予
一
を
あ
げ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
二
此
度
百
姓
申
よ
り
ケ
条
書
立
差
支
申
出
候
事
も
不
応
対

二
付
如
元
可
致
様
巾
立
侯
得
共
中
々
不
応
対
二
無
御
座
候
依
之

右
之
通
返
答
仕
候

一
　
仰
前
林
凡
川
原
前
堀
ケ
内
畑
地
少
々
地
床
亭
血
取
下
ケ
此

所
よ
り
壷
丁
余
酉
之
方
宮
は
さ
ん
と
申
所
新
池
を
堀
是
よ
り
用

水
を
引
取
候
横
二
畑
方
之
内
私
共
所
持
之
外
少
々
百
姓
分
所
狩

之
畑
地
茂
御
座
候
二
付
桐
対
以
貰
取
久
者
取
林
畑
等
新
旧
致
候

処
池
水
井
略
術
之
内
百
姓
分
所
持
之
田
地
用
水
泌
引
之
節
羊
此
女

候
斤
巾
一
ｕ
候
得
共
格
別
孝
火
條
表
も
無
之
殊
吏
用
水
新
池
故
桐

止
メ
候
小
難
桐
成
候

一
　
川
以
く
ぽ
鳩
飼
野
添
と
巾
所
は
下
地
と
御
定
免
之
御
ｍ
地

二
候
所
を
近
年
川
す
じ
よ
り
水
差
込
杣
付
も
不
柵
成
依
年
々
蝸

州
二
葭
は
へ
込
候
付
御
上
納
柵
定
候
儀
為
難
儀
候
処
先
年
村
万

高
持
百
姓
分
へ
及
州
対
新
川
珊
凌
葭
は
へ
込
田
地
へ
土
を
入
御

上
納
差
女
二
桐
伐
不
巾
様
二
仙
一
ン
杵
請
仕
名
新
川
敷
地
年
貢
は

　
　
　
近
世
都
市
近
郊
に
於
け
る
農
民
生
活
（
足
立
）

風
呂
川
筋
皮
キ
堤
等
切
込
候
処
も
有
之
候
得
九
、
川
透
致
候
二
付

湛
水
節
も
切
込
候
儀
も
依
無
之
見
計
二
而
少
々
宛
年
貢
亭
．
致
さ

し
新
川
す
じ
敷
地
年
貢
二
致
候
得
バ
不
応
対
二
而
私
共
不
法
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臼
一

仕
方
と
申
儀
二
而
無
之
候
」

　
と
新
池
・
新
開
田
の
設
蛍
及
び
年
貢
の
付
替
の
非
違
申
斗
ー
に

真
同
か
ら
反
証
を
挙
げ
て
反
駁
を
加
え
て
い
る
。
更
に
田
地
の

掠
奪
横
領
の
巾
立
に
対
し
て
は
次
の
如
く
い
つ
て
反
撃
し
て
い

る
。　

一
、
一
　
葭
、
は
へ
二
田
地
抑
請
之
篶
村
方
吐
屋
年
箏
申
百
姓
惣

代
印
形
を
以
村
万
よ
り
普
請
料
鍬
下
田
地
之
内
へ
受
収
私
共
女

配
い
た
し
候
処
悉
ク
不
応
対
と
巾
市
一
讐
時
よ
り
先
持
主
へ
可
相

返
巾
候
得
共
右
仰
請
料
猟
下
之
舳
ぺ
灰
候
儀
歎
桐
成
候
共
外
不

応
対
と
巾
儀
無
之
候
」

　
す
な
わ
ち
葭
〃
川
地
は
．
公
然
と
村
万
よ
り
げ
パ
年
寄
可
外
惣

代
、
水
認
作
印
の
上
で
仰
沽
料
鍬
下
…
地
と
し
て
叉
収
つ
た
も
の

で
あ
り
、
返
迷
し
が
た
い
と
い
つ
て
火
論
し
て
い
る
の
一
、
、
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
、
訴
松
仰
い
に
朋
停
役
を
以
つ
て
山
た
二
｝
、

早
に
よ
る
朽
末
は
ど
う
む
つ
た
か
と
い
う
に
、
わ
よ
そ
次
の
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
（
七
〇
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）

く
で
あ
る
。

　
「
一
　
畑
閑
新
田
之
鶴
者
用
水
遮
り
本
田
へ
差
文
侯
儀
も
有

・
つ
其
上
池
水
二
而
新
田
梢
害
シ
淡
義
難
行
欄
雑
毛
咋
吐
候
畑
地

二
桐
成
候
而
者
村
方
不
勝
手
二
も
可
相
成
趣
二
付
無
代
銀
二
而

詰
取
候
畑
地
粁
取
替
置
候
地
面
は
夫
々
先
地
主
へ
差
戻
し
新
田

相
止
メ
侯
事
」

　
と
桐
手
四
人
の
庁
序
に
よ
る
勝
手
な
新
田
開
拓
を
禁
じ
、
取

込
ん
だ
り
、
取
り
替
え
た
土
地
の
返
遺
を
命
じ
て
い
る
。
池
及

び
池
水
に
つ
い
て
は

　
「
一
　
新
田
梢
止
メ
候
二
付
池
地
者
当
庄
岸
四
人
よ
り
普
請

倣
出
し
淡
得
ば
以
螢
げ
帰
方
之
地
二
相
連
無
之
事

　
　
仙
し
宮
は
↓
、
・
ん
新
池
楴
ロ
ニ
丈
右
術
門
分
ｍ
地
心
町
歩
付
之
天
水

　
　
い
前
之
燐
故
右
甘
岸
巾
所
持
之
…
地
水
候
節
水
無
之
候
へ
者
郁
口

　
　
・
、
り
右
む
町
歩
之
〔
地
池
水
を
替
人
れ
…
地
｝
の
水
走
り
候
は
ば

　
　
刷
止
め
、
欄
水
粁
一
切
人
レ
水
切
落
し
”
敷
侠
勿
論
川
水
我
雌
二

　
　
桝
収
｝
閉
敷
佼
此
以
後
心
得
違
等
も
付
之
ハ
一
切
水
落
人
串
閑
敷
候
」

　
と
版
爪
な
用
水
使
用
に
つ
い
て
の
側
限
の
下
に
庁
岸
の
所
有

権
を
脳
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
い
で
葭
以
旧
地
に
つ
い
て
は
、

　
一
．
一
　
御
ｔ
免
ｍ
地
葭
は
へ
込
場
抑
請
料
凧
下
之
儀
少
ル
伐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
（
七
〇
八
）

と
し
よ
り
来
ル
己
年
迄
八
ケ
年
二
相
縮
メ
右
八
ケ
条
年
椙
済
侯

ハ
バ
村
方
へ
可
太
、
戻
候
卒
、

．
「
一
　
古
川
堤
年
貢
之
市
壮
当
年
よ
、
桐
止
、
一
侯
事
」

　
二
　
　
新
川
敷
地
牢
貞
之
儀
当
年
よ
り
永
く
村
方
・
、
吠
り
可
差

致
候
事
」

　
と
三
ケ
条
の
断
が
下
さ
れ
。
鍬
下
年
季
は
十
五
年
が
八
年
に

短
縮
、
古
川
堤
の
無
年
貢
を
寛
政
四
年
の
今
年
よ
り
復
活
し
、

薪
川
年
貢
は
永
く
村
方
よ
り
差
出
す
こ
と
と
そ
の
差
繰
行
為
の

全
面
的
否
定
が
定
め
ら
れ
相
了
庄
屋
側
が
完
今
に
敗
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
更
に
百
炸
庄
次
郎
、
敬
七
の
田
地
俄
領
に
つ
い
て
は

　
「
一
　
水
丁
川
原
く
ぼ
向
田
地
よ
り
足
迄
朱
出
候
敷
地
年
貢

柵
止
め
葭
以
田
地
友
配
庁
岸
中
よ
り
凧
下
之
閉
壬
．
出
し
｝
不
桐

済
み
て
村
方
よ
り
相
定
可
巾
彼
小
」

　
「
一
　
抑
詰
料
鍬
下
二
柵
戊
候
旧
地
之
内
庁
次
郎
分
破
町
斗

右
者
当
｝
ハ
鍬
下
二
来
ル
冊
と
し
よ
り
柵
続
し
た
リ
え
｝
次
郎

へ
差
灰
し
逃
し
尤
来
ル
ｎ
と
し
の
儀
々
御
＾
斗
り
候
丈
ケ
差
川

し
候
内
半
分
者
株
庇
序
方
ヘ
エ
収
半
分
ハ
葭
原
支
配
万
へ
受
取



可
串
事
」

　
「
　
一
　
胴
所
敬
七
田
地
之
儀
者
当
年
者
鍬
下
二
而
来
ル
丑

・
、
し
し
よ
り
木
人
へ
椙
戻
遣
し
御
高
斗
り
侯
丈
差
出
半
分
ハ
株
庄

累
方
へ
残
ル
半
分
ハ
葭
原
普
請
田
地
支
配
人
方
へ
請
取
可
申
侯

　
　
但
し
古
川
上
落
口
文
右
衛
門
の
田
地
ハ
ニ
而
鍬
下
年
季
之
内
ハ
其

　
　
罐
二
而
牢
季
相
済
侯
て
村
方
・
一
よ
り
支
配
可
致
事
」

　
と
権
柄
ず
く
つ
、
横
領
し
た
田
地
は
元
の
地
主
へ
返
遠
せ
よ
と

の
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
次
の
如
き
し
め
く
く

り
が
行
わ
れ
、
和
談
が
成
立
し
て
い
る
。

　
「
布
之
迦
取
証
仕
候
処
双
万
得
心
之
上
和
談
下
済
仕
候
上
者

相
置
く
巾
分
無
御
座
候
然
者
双
方
共
此
度
之
儀
二
付
重
て
申
山

間
敷
候
以
来
何
事
も
睦
敷
可
仕
依
て
双
方
粁
取
証
人
共
連
判
を

以
済
状
為
取
緑
一
札
伽
而
如
件

　
　
党
政
四
年
子
三
月

　
　
　
　
　
城
州
乙
訓
郡
今
火
村
　
｝
屋
（
十
一
名
）
連
名
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄
（
二
名
）
連
名
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
惣
代
（
十
四
名
）
連
名
印

　
　
　
　
　
同
州
乙
訓
郡
寺
戸
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
証
人
庁
屋
安
左
ヱ
門
ゆ

　
　
　
近
世
都
市
近
郊
に
於
け
る
農
民
生
活
（
足
立
）

　
　
　
　
　
同
州
葛
野
郡
川
嶋
村

　
　
　
　
　
　
　
　
取
証
人
｝
尾
要
軒
帥

　
郎
ち
関
係
責
係
者
が
連
名
捺
印
し
「
双
方
得
心
之
上
和
談
下

済
仕
候
」
　
「
何
事
も
睦
敷
可
仕
」
と
二
人
○
“
尾
を
取
証
人
に

し
て
結
末
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
紛
争
の
第
一

原
因
と
し
て
あ
げ
た
庄
屋
給
米
増
加
の
件
及
び
｝
尾
役
解
職
要

求
は
一
体
ど
う
な
つ
た
か
と
い
う
に
、
翌
年
の
寛
政
五
年
丑
七

月
十
一
日
、
内
藤
重
三
郎
様
、
小
堀
縫
殴
様
へ
先
の
咋
屋
の
帳

面
御
糺
之
義
二
付
「
乍
恐
奉
願
上
書
」
に
よ
る
と

　
　
　
乍
恐
奉
願
上
書

　
　
　
　
　
　
城
州
乙
訓
郡
今
里
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
先
庁
屋
　
　
伊
右
ヱ
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
安
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
伊
左
ヱ
門

一
　
右
三
人
之
も
の
共
井
料
米
井
げ
帰
給
之
儀
桐
分
り
が
た
き

二
付
右
三
人
の
も
の
共
桐
了
取
帳
面
御
糺
之
儀
木
臓
上
候
処
れ

帳
面
二
て
者
相
分
り
が
た
く
候
閉
奉
達
而
奉
願
上
候
願
許
御
下

ケ
被
成
下
候
ハ
バ
難
有
奉
存
候
尤
右
井
料
料
｝
屋
給
之
儀
二
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
（
七
〇
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）

則
同
郡
神
足
村
三
郎
兵
衛
寺
戸
村
安
左
ヱ
門
勝
龍
寺
村
喜
兵
衛

六
三
人
二
取
扱
之
儀
被
仰
付
段
々
取
扱
い
た
し
も
呉
候
レ
得
共

何
分
済
方
難
出
来
二
付
六
は
三
人
よ
り
取
扱
之
儀
御
断
被
串
上

候
右
之
仕
合
二
御
座
候
得
共
何
分
下
済
難
仕
候
間
何
卒
御
慈
悲

を
以
右
相
子
三
人
之
も
の
共
急
二
被
月
出
御
吟
味
被
成
下
候
様

何
分
可
奉
願
上
侯
以
上

寛
政
五
年
丑
七
月
十
一
日

内
藤
重
三
郎
様

小
堀
縫
殿
様

　
　
御
役
析

今
里
村
庄
屋

同同
年
寄

百
姓
惣
代

甚
左
ヱ
門
ゆ

宇
右
ヱ
門
ゆ

新
右
ヱ
門
ゆ

咋
左
ヱ
門
ゆ

源
兵
衛
働

　
と
あ
る
こ
と
か
ら
非
違
非
道
の
あ
つ
た
村
庁
屋
井
料
米
、
庁

帰
給
米
に
つ
い
て
は
ゼ
寛
政
＾
年
七
月
に
干
る
も
未
解
決
の
ま

ま
で
さ
ら
に
不
川
瞭
（
＾
東
が
あ
る
か
ら
改
め
て
役
所
へ
刀
Ｈ
山
し

二
冷
昧
１
し
．
、
二
一
だ
｝
、
二
∴
と
願
出
一
、
１
一
、
る
、
、
”
、
「
、
あ
ニ
ニ

八
八
（
七
一
〇
）

四
、
寛
政
五
年
「
ト
わ
ろ
け
解
職
運
動

　
　
　
　
　
－
ｉ
御
、
高
地
亙
勝
手
雌
付
替
候
儀
に
付
き
；

　
と
こ
ろ
が
寛
政
丁
年
七
月
に
至
つ
て
再
び
勝
手
我
俄
に
御
高

地
面
の
付
替
を
さ
き
の
地
頭
庄
屋
の
う
ち
二
名
（
伏
見
宮
御
家

領
庄
屋
四
郎
右
衛
門
、
丙
洞
院
御
家
領
庁
屋
安
兵
衛
が
行
い
地

面
を
横
領
し
た
の
を
相
手
取
つ
て
、
御
蔵
入
外
入
細
村
方
げ
屋

年
寄
惣
百
姓
が
そ
の
非
行
好
策
を
訴
訟
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

即
ち
「
乍
恐
御
訴
訟
」
に
よ
れ
ば

　
「
当
村
之
義
者
御
料
御
私
松
領
五
本
所
之
入
細
場
所
二
而
御

座
侯
処
当
村
百
姓
市
兵
衛
儀
御
蔵
入
之
畑
四
ケ
所
伏
見
官
様
御

家
領
畑
壼
ケ
所
右
五
ケ
所
高
五
斗
六
合
所
狩
仕
宇
、
ケ
所
火
人

神
西
卜
串
候
然
所
御
蔵
入
之
畑
三
ケ
所
一
＾
弍
斗
七
升
岬
く
□
八
打

ヱ
門
巾
候
事
共
場
町
之
内
打
花
｛
院
様
御
衣
領
＾
弍
エ
．
七
升
弍

介
猪
左
ヱ
…
岬
郎
“
工
門
忠
’
ユ
門
，
へ
箏
〔
二
川
｝
佼
小
ザ
、
凧
一

所
之
内
高
三
口
介
篶
石
人
升
、
人
介
之
篶
叩
二
狗
炊
い
一
侠
込
｝
兵
街

儀
身
上
不
如
怠
二
棚
成
百
炸
柵
続
難
｛
、
米
れ
様
高
十
け
右
バ
一
、
へ

八
〔
此
ゾ
別
壷
反
弍
畝
を
村
中
へ
夫
山
し
・
パ
÷
〃
子
年
小
兵
衛
儀
村



方
退
身
什
京
地
へ
綻
出
肘
巾
候
右
村
方
差
出
候
地
面
村
惣
百
姓

持
地
相
成
候
処
桐
手
安
兵
衛
四
郎
右
ヱ
門
巾
合
セ
御
蔵
入
四
ケ

所
粁
伏
見
宮
様
壷
ケ
所
之
内
御
蔵
入
之
畑
ヲ
丙
洞
院
様
御
家
領

二
取
抜
同
所
御
蔵
入
御
畑
之
内
狭
伏
見
宮
様
御
家
領
取
広
相
壬
・

而
人
巾
合
御
大
切
之
畑
ヲ
膀
手
雄
二
仕
其
上
右
畑
よ
り
三
丁
程

隔
り
伏
見
宮
様
御
家
領
字
か
き
そ
へ
と
串
高
壼
斗
七
升
三
合
の

畑
を
も
右
御
蔵
入
江
引
移
御
蔵
入
畑
狭
法
外
之
不
埼
仕
侯
」
と

　
即
ち
今
里
村
が
御
料
私
領
入
組
み
十
五
本
所
に
よ
つ
て
管
轄

さ
れ
頗
る
複
雑
で
あ
る
所
へ
、
百
姓
市
兵
衛
と
い
う
も
の
が
御

蔵
入
地
面
四
ケ
所
、
伏
見
官
家
領
一
ケ
所
計
五
ケ
所
の
地
面
を

天
仰
ノ
、
凹
と
い
う
所
に
所
持
し
て
い
た
が
零
落
し
生
活
に
地
え

ず
遂
に
こ
の
土
地
を
村
中
へ
差
山
し
、
寛
政
四
年
（
訴
松
の
前

　
　
に
京
郁
へ
川
て
し
ま
つ
亡
Ｃ
そ
こ
で
前
記
五
ケ
所
の
地
面

は
村
惣
百
炸
狩
地
に
た
一
つ
払
」
の
を
地
蚊
げ
ｋ
の
う
ち
前
記
二
汽

が
詐
謀
好
災
を
め
ぐ
ら
し
、
勝
手
に
地
面
の
付
林
を
行
い
掠
奪

の
い
↑
付
に
川
｛
＾
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
更
に
こ
の
か
人
面
に
よ
つ
て

当
時
、
尾
の
膀
子
な
私
利
私
欲
に
も
と
ず
，
・
不
口
○
非
行
が
確

ん
に
行
わ
れ
て
紛
争
な
惹
起
し
た
こ
と
と
同
時
に
、
私
腹
杉
、
肥

　
　
　
　
近
世
都
市
近
郊
に
於
け
る
農
民
生
活
（
足
立
）

し
た
、
圧
屋
の
か
げ
に
は
、
零
落
し
所
謂
漬
れ
百
姓
に
む
つ
て
家

を
す
て
村
を
す
て
て
都
市
に
流
れ
込
む
百
姓
も
多
く
、
、
〆
、
の
悲

惨
な
姿
が
限
前
に
術
梯
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
右
体
之
義
は
御
法
皮
之
義
と
兼
々
百
姓
共
心
得
■
候
処
相

手
之
者
共
御
田
地
入
替
へ
村
惣
持
ノ
内
へ
銘
々
持
地
付
替
侯
儀

白
分
之
持
地
を
無
年
貢
地
同
様
二
仕
候
様
二
工
、
・
、
不
培
至
極
二

奉
存
候
先
達
モ
不
培
在
之
芳
以
下
二
而
難
相
済
乍
恐
御
訴
訟
奉

申
上
候
」

　
と
庁
斥
の
好
策
が
白
分
の
持
地
を
村
惣
作
田
地
の
内
へ
付
け

替
え
無
年
貢
に
し
て
脱
税
行
為
芹
百
論
で
い
イ
心
“
に
あ
、
川
り
、
し
と

を
揃
批
し
訴
訟
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
Ｃ
而
し
で
、
小
屋
達
が

当
時
そ
の
聯
権
を
如
何
に
悪
用
し
々
杖
行
為
ん
、
む
し
た
か
が
何

わ
れ
る
の
一
、
、
あ
る
Ｃ

　
…
御
慈
悲
二
杣
手
而
人
被
〃
｛
御
吟
昧
秋
成
下
〃
地
之
一
分
地
．

抑
被
仰
付
被
下
足
迄
之
不
而
ヲ
御
糺
被
戊
下
以
火
右
沐
之
不
圷

無
之
様
被
篶
仰
付
被
下
帷
様
木
醐
上
候
此
外
不
灯
．
ｚ
峻
ハ
御
咋

候
へ
共
阿
分
地
抑
刷
、
以
候
ハ
ベ
相
手
・
ノ
一
も
の
共
へ
仙
担
人
、
（
加

担
人
）
も
顕
れ
地
面
相
か
り
呵
巾
候
削
御
慈
恋
御
憐
悠
を
以
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
ユ
ん
（
七
一
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）

方
治
リ
侯
様
被
為
仰
付
被
下
侯
ハ
バ
冥
加
至
極
難
有
可
奉
亭
侯

此
段
乍
恐
御
願
奉
串
上
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訴
訟
人

　
　
寛
政
五
年
丑
七
月
　
　
　
　
　
　
庄
屋
　
甚
左
奮
門
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄
　
庁
左
ヱ
門
旬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
娃
惣
代
源
兵
竃
命
、
一

　
即
ち
最
後
に
両
人
を
召
出
し
、
吟
味
と
地
押
に
よ
つ
て
こ
れ

ま
で
の
不
法
行
為
を
糺
明
し
て
村
の
秩
序
が
治
ま
る
よ
う
に
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
奉
行
所
に
願
い
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
同
じ
七
月
廿
日
に
「
乍
恐
以
口
上
詐
巾
上
候
」
に

わ
い
て
、
此
の
訴
訟
争
い
に
つ
い
て
地
弧
役
所
か
ら
年
寄
役
の

甚
左
ヱ
門
と
忠
蔵
に
対
し
調
停
せ
よ
と
の
命
令
が
出
さ
れ
て
お

り
、
し
か
も
そ
の
調
停
が
…
来
な
い
と
御
断
り
し
て
い
る
班
実

が
川
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
此
…
よ
り
当
村
万
御
蔵
入
御
地
面
之
儀
二
付
げ
尾
岬
郎
右

ヱ
…
同
安
兵
衛
と
村
百
炸
巾
出
入
二
わ
よ
び
候
岱
御
殿
御
役
所

よ
り
私
忠
蔵
両
人
二
挨
拶
被
仰
付
候
附
段
々
二
右
之
趣
百
姓
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
（
七
一
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

へ
串
聞
カ
シ
候
得
共
一
向
聞
入
不
串
私
儀
御
蔵
入
之
役
儀
二
侯

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ハ
バ
達
而
挨
拶
も
無
串
方
候
問
乍
恐
紙
面
二
而
御
断
奉
串
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

　
　
丑
七
月
廿
口
］
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄
　
甚
左
ヱ
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
　
蔵

　
　
　
御
殴
御
役
研

　
か
く
て
仲
裁
不
調
の
ま
ま
八
月
に
入
る
や
村
中
の
百
作
は
益

々
強
硬
な
態
度
に
出
て
、
遂
に
安
兵
奮
と
四
郎
右
ヱ
門
両
庄
屋

の
御
蔵
入
領
田
地
横
領
の
事
実
を
具
体
的
に
摘
発
し
、
両
人
の

村
方
立
ち
退
き
を
奉
行
所
に
要
求
す
る
に
至
つ
て
い
る
の
で
あ

る
。
即
ち
「
乍
恐
御
願
」
に
わ
い
て

　
「
一
庁
屋
安
兵
寓
四
郎
打
ヱ
門
両
人
御
蔵
入
御
地
面
を
掠
取

候
二
付
御
願
巾
上
御
田
地
は
相
分
り
印
シ
付
ケ
置
候
」
と
掠
奪

地
面
を
村
方
百
姓
の
手
に
よ
つ
て
摘
発
し
帆
示
す
る
に
至
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

更
に
「
右
両
人
段
々
不
堆
在
之
御
地
頭
役
人
と
馴
合
罷
在
下
百

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

姓
共
雛
儀
相
成
巾
候
閉
打
地
面
掠
取
候
科
被
仰
付
被
下
様
御
願

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

率
巾
上
候
」
と
”
人
が
地
以
役
人
と
相
結
托
し
馴
合
い
の
上
で

恋
硲
を
働
き
百
姓
．
を
、
げ
迫
し
難
儀
に
陥
し
入
れ
た
と
作
党
し
、

彼
の
土
地
横
領
に
刑
罰
を
も
っ
て
望
ん
で
い
た
、
き
た
い
と
巾



上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
「
尤
田
地
戻
し
侯
ハ

、
い
済
状
上
ア
侯
様
二
被
仰
渡
侯
へ
共
済
状
二
呵
之
串
分
無
之
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

の
事
、
上
ケ
候
事
は
難
仕
御
公
儀
様
御
田
地
を
盗
取
候
も
の
に

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

候
間
此
科
を
御
願
申
上
度
侯
間
済
状
上
ケ
ル
事
ハ
惣
百
姓
共
不

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

得
心
二
申
侯
」
と
今
や
和
談
は
絶
対
出
来
な
い
、
公
田
を
掠
奪

し
た
盗
人
は
之
を
罪
す
べ
き
で
あ
る
と
い
い
「
併
済
状
二
兵
段

書
附
差
上
僕
義
二
侯
ハ
バ
別
段
二
御
訴
訟
も
串
上
度
奉
願
上
侯

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

安
兵
衛
四
郎
右
ヱ
門
村
方
差
置
侯
而
百
姓
立
行
不
申
候
間
此
段

御
願
奉
串
上
候
以
上

　
　
　
　
今
里
村
　
庄
屋
某
左
ヱ
門
病
気
に
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
元
惣
代
　
茂
兵
衛
旬

　
寛
政
五
年
「
ｎ
八
月
廿
一
口
　
　
年
　
　
寄
　
　
庁
左
ヱ
門
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
惣
代
　
　
源
兵
衛
ゆ

　
と
「
両
庁
岸
村
方
に
差
置
い
て
は
百
姓
立
ち
行
き
巾
さ
ず
」

と
そ
の
役
儀
維
免
は
勿
論
の
こ
と
、
村
方
よ
り
の
断
乎
た
る
追

放
を
要
求
し
て
お
り
班
態
は
益
々
紛
糾
し
、
険
悪
化
し
て
来
て

い
る
こ
と
が
石
取
さ
れ
る
。
こ
の
村
中
惣
百
姓
か
ら
の
強
破
な

村
方
追
放
の
訴
え
に
対
す
る
両
人
の
巾
し
ひ
ら
き
は
ど
う
か
と

　
　
　
近
世
都
市
近
郊
に
於
け
る
農
民
生
活
（
足
立
）

い
う
に
、
同
年
丑
九
月
に
お
け
る
「
為
取
替
証
文
」
の
中
一
、
、
次

の
如
く
述
べ
て
対
抗
し
て
い
る
。

　
「
一
同
村
甚
左
衝
門
（
中
屋
）
申
左
ヱ
門
（
年
寄
）
し
－
へ
り
私

共
相
手
取
御
願
申
上
候
の
義
ハ
百
姓
市
兵
衛
持
地
字
天
神
ノ
酉

と
巾
処
都
合
五
ケ
所
惣
咋
二
相
成
侯
所
私
共
申
合
右
之
内
御
蔵

入
四
」
ノ
所
へ
西
洞
院
様
御
家
領
を
取
掃
御
蔵
入
地
面
を
狭
め
伏

見
宮
様
御
家
領
取
広
叉
三
町
程
も
隔
ル
伏
見
宮
様
御
家
領
字
か

き
そ
へ
と
串
畑
地
を
御
蔵
入
に
移
し
御
蔵
入
畑
地
を
狭
め
法
外

仕
侯
趣
申
立
御
願
串
上
侯
此
ノ
義
ハ
右
市
兵
衛
と
巾
者
村
方
家

出
仕
侯
故
地
所
相
分
不
巾
侯
二
付
十
五
本
所
咋
屋
不
残
立
会
侯

而
割
合
仕
侯
所
私
共
勝
手
僻
割
取
候
様
巾
立
御
願
申
上
候
付
市

兵
衛
呼
寄
地
所
案
内
致
さ
せ
侯
得
者
早
速
相
分
可
串
候
御
返
答

奉
申
上
候
」
と

　
す
な
わ
ち
膀
手
に
御
高
地
面
を
付
替
た
よ
う
に
百
姓
達
は
巾

立
て
訴
訟
に
及
ん
で
い
る
が
私
共
両
人
は
「
十
五
本
所
げ
｝
不

残
立
会
侠
而
割
合
セ
仕
侠
」
と
典
向
か
ら
次
援
し
て
い
ゐ
の
っ
、

あ
る
。
．
し
か
し
て
こ
の
派
訟
争
い
の
結
末
は
次
の
如
く
な
つ
た
。

　
「
一
右
出
入
ハ
御
奉
行
様
御
聞
懸
二
相
成
侯
所
市
兵
衛
を
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
（
七
二
二
）



　
　
．
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）

寄
せ
地
所
案
内
為
致
下
二
而
済
方
可
仕
旨
被
為
仰
付
候
付
御
猶

予
之
義
御
願
巾
上
下
済
仕
候
趣

　
一
、
御
蔵
入
字
天
神
之
四
字
坂
本
右
四
ケ
所
と
も
右
場
所
二

相
極
候
御
事

　
一
、
｛
洞
院
様
御
家
領
之
義
ハ
市
兵
街
案
内
二
而
右
場
所
少

し
外
二
字
天
榊
西
裏
所
地
所
二
而
有
之
候
而
相
分
り
可
巾
候

御
事

　
一
、
伏
見
以
様
御
家
領
畑
地
宇
天
仰
之
西
之
義
ハ
右
場
所
剖

取
■
～
候
同
所
様
字
か
き
そ
へ
と
巾
畑
地
之
義
ハ
地
所
桐
分
リ

兼
候
二
付
村
弁
可
仕
候
御
班

　
右
之
逝
双
方
得
心
之
上
和
淡
下
済
仕
候
上
ハ
白
今
以
後
相
廿
ハ

ニ
山
分
無
御
座
脈
為
後
口
之
収
併
柾
文
仙
而
如
件

　
　
　
　
城
州
乙
洲
郡
今
里
村
御
蔵
入
　
“
｝
　
甚
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄
　
｝
左
ヱ
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
忽
代
源
兵
衛

　
　
　
　
　
汰
旭
甘
御
求
領
“
村
　
　
　
　
　
四
郎
れ
衡
門

　
　
　
　
　
“
一
、
，
、
．
、
、
．
、
一
．
く
貫
、
」
吋
　
　
　
　
　
安
兵
衝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
庁
斥
　
宇
右
工
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
（
七
一
四
）

　
　
　
　
寛
政
五
年
丑
九
月
　
　
　
　
村
庄
屋
　
八
右
ヱ
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
任
・
寄
　
杢
兵
奮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
儀
有
街
門

　
と
あ
る
如
く
、
相
手
の
四
郎
右
ヱ
門
、
安
兵
衛
砺
人
は
そ
の

勝
手
に
行
つ
た
地
面
の
付
替
に
よ
る
横
領
の
詐
謀
好
災
は
完
全

に
封
ぜ
ら
れ
、
訴
訟
人
た
ろ
御
蔵
入
外
入
細
村
方
惣
百
姓
側
に

凱
歌
が
あ
が
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
こ
こ
で
注
Ｈ
す
べ
き
は
相
手
而
人
の
著
名
せ
ろ
肩
書
か

ら
庄
屋
役
が
消
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
役
儀
が
給
免
さ
れ
た

こ
と
は
こ
の
文
面
で
閉
か
で
な
い
が
、
同
年
同
月
の
次
の
「
口

上
詐
」
に
よ
つ
て
解
職
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
閉
ら
か
に
さ

れ
る
。
川
ち

　
「
一
村
方
川
入
之
表
二
付
足
迄
御
猶
予
御
願
｝
上
｝
｝
退
役

ハ
出
来
什
侠
得
共
－
…
・
」
と
派
泌
の
膀
利
な
碓
認
し
て
わ
り
、

さ
ら
に
「
後
役
之
義
ハ
何
れ
戊
火
御
願
之
岬
ハ
拙
者
共
も
｝
姓

一
統
中
ｎ
心
仕
御
願
巾
上
伏
為
後
〔
之
依
而
〕
上
篶
如
件

　
　
　
　
｛
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∴
左
二
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
…
岬
十
〕
工
…
［



　
　
　
　
　
村
方
中
　
　
　
　
　
　
　
伊
左
ヱ
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
、
有
二
柵
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猪
右
ヱ
門
」

　
と
庁
屋
罐
免
後
に
お
け
る
後
役
新
庄
屋
の
退
出
に
つ
い
て
五

人
の
地
煎
庄
屋
（
罷
免
｝
尾
二
名
と
同
役
中
〇
五
午
甲
）
が
村

方
中
に
協
力
を
誓
つ
て
い
る
○
で
あ
る
。

　
か
く
て
九
月
に
至
つ
て
妥
結
を
し
た
か
に
兄
え
た
こ
の
｝
｝

解
職
訴
訟
も
未
だ
余
燈
消
え
や
ら
ず
、
同
年
十
月
に
至
つ
て
再

燃
し
、
重
ね
て
奉
行
所
へ
村
役
人
が
両
人
を
う
つ
た
え
出
て
い

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
乍
恐
御
上
苫
」
に
わ
い
て

「
一
私
共
儀
二
地
所
之
義
付
同
村
安
兵
衛
四
郎
右
ヱ
門
と
及
出

入
当
七
月
廿
二
日
双
方
被
会
八
ｎ
対
決
之
上
御
閉
旧
ケ
ニ
ハ
被
成

内
済
什
吹
候
付
御
猶
予
之
儀
辿
々
牢
願
殴
々
及
対
談
快
へ
、
｛
岬

分
対
談
相
調
．
不
巾
脈
…
御
吟
味
被
成
下
侠
ハ
バ
雛
有
可
奉
存
侠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

　
惚
政
丁
｝
升
十
り
二
〔
　
　
　
　
　
城
、
州
乙
洲
那
今
里
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
屋
　
甚
左
工
門
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
　
　
茂
兵
衛
働

　
　
　
近
世
都
市
近
郊
に
於
け
る
農
民
生
活
（
足
立
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
寄
　
午
右
ヱ
門
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
娃
惣
代
　
仮
．
兵
寓
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
右
ヱ
門
訂
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
　
　
助
甫
」

　
‘

　
即
ち
両
人
は
｝
屋
退
没
に
不
服
一
、
、
あ
り
、
処
置
に
背
反
し
た

〇
一
、
・
遂
に
惣
百
姓
は
た
ま
り
か
ね
て
二
の
重
ね
て
の
訴
願
に
ユ

ん
だ
の
一
、
・
あ
ろ
う
と
芦
一
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
十
月
に
、

恐
ら
く
こ
の
訴
願
後
で
あ
ろ
う
と
忠
わ
れ
る
が
、
遂
に
両
人
か

ら
御
蔵
、
村
方
、
西
洞
院
様
、
高
倉
様
、
伏
見
宮
様
｝
屋
退
役

〇
一
札
が
山
さ
れ
、
恐
れ
入
つ
て
引
退
し
て
い
ろ
。

　
　
一
．
一
札
」

　
一
坐
七
月
十
三
□
岬
御
役
所
様
江
御
蔵
入
｝
岸
年
奇
百
姓
惣

代
よ
り
私
共
両
人
桐
手
取
御
一
願
巾
上
奉
恐
入
伏
何
卒
下
済
之
養

被
成
被
下
佼
様
二
段
々
御
挨
拶
被
吠
下
候
ハ
バ
左
之
迦
被
巾
、
閉

畏
入
候

　
一
私
八
義
人
御
木
所
げ
犀
退
仕
｝
斥
年
箏
役
椚
幼
巾
閉
敷
侠

此
後
心
底
ヲ
椚
改
ゾ
吋
卒
ニ
ヂ
吹
付
万
義
付
取
斗
あ
ず
か
り
い

た
す
間
敷
害
背
仕
閉
敷
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
、
三
（
七
一
五
）
１



　
　
　
立
倫
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）

　
一
此
度
御
蔵
入
之
庄
屋
年
寄
百
姓
惣
代
三
人
衆
不
巾
及
村
申

衆
二
遺
恨
ヲ
持
串
向
敷
候
若
左
様
之
事
御
座
候
ハ
バ
其
節
ハ
如

何
様
共
御
公
儀
様
江
被
仰
定
御
願
付
ケ
可
被
成
候
共
其
時
；
自

之
義
内
間
敷
事

　
一
我
等
退
役
仕
請
帳
面
請
書
物
村
方
江
御
引
渡
可
巾
候
御
地

頭
表
同
役
人
方
御
宅
江
立
入
仕
間
敷
候
私
共
身
分
退
キ
隠
居
之

心
ば
ヘ
ニ
而
作
或
者
親
敷
も
の
二
而
村
方
表
向
キ
相
勤
可
巾
候

　
右
之
通
相
守
何
事
に
よ
ら
ず
村
十
刀
の
害
相
成
候
義
什
候
得
バ

ペ
節
ハ
如
何
様
共
可
被
戊
侯
為
後
□
依
而
一
札
如
件

　
　
　
　
斑
政
五
年
丑
十
月
　
　
　
　
　
　
四
郎
右
ヱ
門
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
兵
街
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
人
清
左
衛
川
－
唖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胴
　
猟
右
衛
門
■
ゆ

　
　
　
　
御
蔵
｝
ｋ
　
甚
左
ヱ
門
．

　
　
　
　
小
寄
　
　
　
｛
左
衡
…

　
　
　
　
百
姓
惣
代
　
源
兵
寓

　
　
　
　
其
，
の
外
村
中

　
即
ち
庁
冷
を
退
役
し
再
び
村
役
人
に
は
な
ら
な
い
こ
と
、
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
’
（
七
一
六
）

事
も
村
方
の
こ
と
に
は
手
を
出
し
て
関
与
し
な
い
し
又
村
方
に

害
背
し
な
い
こ
と
、
村
方
の
帳
面
は
こ
れ
を
返
遠
す
る
こ
と
、

地
頭
表
同
役
人
の
家
宅
へ
は
今
後
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
、
隠
居

を
す
る
ご
と
等
序
誓
約
の
一
札
を
入
れ
最
後
に
「
村
方
の
害
に

相
成
候
儀
仕
侯
ハ
バ
其
の
節
は
如
何
よ
う
共
可
被
成
侯
」
と
さ

し
も
の
頑
固
で
我
儘
な
両
人
も
畏
れ
入
つ
て
自
分
の
非
行
を
認

め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
村
方
役
人
、
惣
百
姓
側
で
は
彼
等
両
人
の
庄
屋
退

役
と
隠
思
を
確
認
し
た
上
で
次
の
如
き
行
為
に
つ
い
て
は
制
限

と
白
由
を
認
め
る
と
い
つ
た
一
，
口
上
脊
」
を
手
渡
し
て
い
る
。

　
二
　
　
其
元
両
人
隠
〃
之
心
ば
ヘ
ニ
而
御
座
候
得
共
野
業
さ

し
津
か
へ
候
班
惣
村
中
相
対
ニ
ハ
致
閉
敷
候
」

　
即
ち
一
切
の
百
姓
什
事
を
禁
止
し
、
村
中
惚
百
姓
な
み
に
平

等
に
は
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
－
「
惣
村
中
椚
対
致
…
敷
候
」
・
、
し

撹
定
し
て
い
る
。
　
白
山
の
認
め
ら
れ
ふ
」
行
為
は
、
「
共
外
秋
し

や
講
口
待
講
い
な
り
講
く
ナ
心
仏
講
二
終
山
帷
者
膀
手
次
第
候
」

「
村
万
御
年
頁
人
足
共
外
諦
入
刷
諦
算
用
帳
耐
ハ
村
中
”
様
二

見
セ
巾
候
役
人
な
ら
し
く
外
百
姓
な
み
に
棉
戊
不
山
・
候
」
．
年
貰



連
び
人
足
に
御
地
頭
に
参
り
候
事
不
苫
」
と
、
講
へ
の
出
入
り
、

村
万
諮
帳
面
を
見
る
こ
と
（
但
し
百
姓
む
み
に
な
ら
な
い
で
）
、

箏
｛
逃
び
人
足
で
、
地
蚊
様
に
参
上
す
る
の
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
以
外
一
り
行
為
行
動
に
つ
い
て
は
「
右
之
通
外
之
事

一
切
相
成
不
串
侯
為
後
日
仙
而
如
件
」
即
ち
定
め
ら
れ
た
以
外

の
権
利
は
一
切
の
も
の
が
剥
奪
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
署
名
者
に
は
両
人
の
請
人
を
も
う
け
て
い
る
。
即
ち
、

庁
屋
甚
左
ヱ
門
、
年
寄
庄
左
ヱ
門
百
姓
惣
代
源
兵
衛
、
請
人
宇

右
一
、
一
門
、
同
源
兵
衛
」
「
寛
政
五
年
丑
十
月
」
と
な
つ
て
極
め
て

厳
重
な
処
置
を
し
て
い
る
○
で
あ
る
。

　
更
に
こ
」
一
訴
訟
争
い
の
後
始
末
の
一
環
と
し
て
寛
政
五
年
丑

十
二
月
に
至
つ
て
「
庄
屋
年
寄
百
姓
衆
中
」
宛
に
「
沽
左
ヱ
門
・

八
郎
右
ヱ
門
・
八
右
ヱ
門
・
猪
右
ヱ
門
・
伊
左
ヱ
門
の
五
人
か

ら
出
さ
れ
た
一
、
一
札
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
西
洞
院
・

高
倉
．
伏
見
以
各
地
蚊
新
庄
屋
の
任
命
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
山

ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
の
う
ら
の
伏
見
宮
様
地
頭
に
関
す
る
一
．
一

札
」
を
例
に
あ
げ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
二
　
　
先
達
而
伏
見
宮
様
庄
尾
役
伊
左
ヱ
門
江
被
仰
附
置
候
・

　
　
　
近
世
都
市
近
郊
に
於
け
る
農
民
生
沽
（
足
立
）

所
彼
是
と
差
支
之
義
有
之
候
二
付
右
庄
屋
役
之
義
を
来
寅
年
相

成
候
ハ
バ
庄
屋
年
寄
百
姓
同
心
二
而
何
れ
成
共
相
願
可
申
候
為

共
如
件
」
と
な
つ
て
わ
り
、
引
き
継
ぎ
に
彼
是
差
火
が
あ
心
の

で
来
年
即
ち
寛
政
六
年
に
な
つ
て
か
ら
若
名
脊
（
前
記
）
の
う

ち
誰
か
が
御
引
受
け
す
る
。
と
い
う
「
一
札
」
が
村
役
人
及
び
惣

百
姓
宛
に
取
渡
さ
れ
て
い
る
。

　
か
く
て
こ
の
庄
屋
解
職
の
要
求
を
め
ぐ
る
惣
百
姓
の
訴
松
は
、

庁
崖
迫
放
、
掠
奪
地
９
、
遮
元
に
よ
つ
て
惣
百
姓
側
の
勝
利
に
帰

し
、
追
放
庄
屋
の
「
私
共
義
五
御
本
所
庄
爆
退
キ
仕
リ
吐
屋
年

寄
役
相
勤
間
敷
此
後
心
底
ヲ
相
改
メ
何
事
二
不
依
村
方
義
二
付

・
…
・
害
背
仕
間
敷
候
事
」
戊
は
二
此
皮
御
蔵
入
之
吐
屋
年
寄

百
姓
惣
代
三
人
衆
ハ
不
巾
ス
ニ
及
バ
村
中
衆
二
皿
恨
舟
チ
巾
ス

間
敷
候
若
左
様
の
箏
御
座
候
廿
ハ
節
ハ
如
何
様
共
御
公
儀
様
江
被

仰
定
御
願
付
ケ
可
被
戊
候
共
共
時
ハ
一
言
之
菰
巾
…
敷
卒
」
又

「
私
共
身
分
退
キ
隠
い
之
心
ば
ヘ
ニ
而
伜
或
考
剃
敷
も
の
ニ
パ
…

村
方
表
向
土
、
柵
鉤
可
巾
候
」
と
か
幾
夕
い
峰
伏
い
誓
約
を
入
れ
、

心
底
か
ら
の
改
心
を
誓
つ
た
の
で
あ
ろ
。
と
二
ろ
が
、
両
人
は

そ
の
遺
恨
を
将
来
に
長
く
残
し
て
い
る
○
で
あ
つ
て
、
庄
、
尾
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
（
七
一
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）

を
退
き
隠
居
し
て
か
ら
も
、
な
わ
か
つ
て
○
同
役
同
腹
一
、
、
あ
り
、

寛
政
四
年
二
月
に
は
村
方
惣
百
姓
か
ら
■
相
共
に
訴
、
ん
、
ｈ
ノ
れ
た
他

の
五
人
の
｝
屋
（
清
左
ヱ
門
・
伊
右
ヱ
門
・
八
右
ヱ
門
・
伊
左
二
門

八
郎
衛
門
）
と
一
諾
に
な
り
、
そ
の
後
も
村
方
へ
出
か
け
て
好

策
を
共
謀
し
、
村
方
を
引
掻
き
ま
わ
し
雌
儀
に
お
と
し
入
れ
て

い
る
こ
と
が
寛
政
八
年
三
月
の
文
書
に
よ
つ
て
明
に
さ
れ
る
。

即
ち

　
「
前
文
終
…
…
右
之
通
四
郎
右
ヱ
門
安
兵
衛
村
方
江
証
文
取

置
我
停
当
役
二
付
預
り
罷
在
候
所
右
証
文
之
趣
意
も
在
之
四
郎

十
仙
ヱ
門
安
兵
衛
と
沽
左
ヱ
門
伊
右
ヱ
・
門
八
郎
右
ヱ
凹
伊
左
工
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
一
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

八
右
ヱ
門
五
人
之
者
者
同
腹
申
而
村
方
害
を
仕
不
珊
之
儀
共
有

、
　
　
、

之
候
付
村
方
江
七
人
之
も
の
共
罷
出
候
節
ぬ
き
ん
で
彼
足
巾
侠

と
も
差
抑
江
可
｝
処
無
共
儀
七
人
之
も
の
共
司
執
物
班
ぬ
き
ん

で
巾
候
共
我
等
忠
め
し
も
不
仕
七
人
之
も
の
巾
雌
に
い
た
し
雌

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

侯
二
付
村
万
よ
り
七
人
の
わ
る
も
の
共
の
内
江
内
々
交
り
い
り

侠
様
二
被
存
帷
付
七
左
ヱ
門
よ
り
村
方
江
証
文
引
取
被
巾
侠
二

様
成
行
－
…
・
－
・
」

　
と
両
人
及
び
血
紀
Ｈ
腹
、
ソ
＾
人
、
い
地
奴
｝
、
県
を
ば
七
人
の
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
（
七
一
八
）

る
も
○
共
と
断
じ
、
他
の
目
分
等
（
善
良
な
る
残
り
四
人
の
庁

屋
）
は
七
ん
○
む
○
が
共
謀
し
て
彼
是
と
い
う
我
儘
行
動
を
大

目
に
見
て
押
え
な
い
∴
」
め
に
、
忽
百
姓
側
か
ら
右
七
人
と
内
内

で
通
交
し
て
い
る
よ
う
に
誤
解
さ
れ
訴
訟
に
関
す
る
証
文
を
村

方
惣
百
姓
の
手
に
引
取
る
い
う
成
行
き
に
な
つ
た
と
、
い
つ
て

い
る
こ
と
か
ら
七
人
の
も
の
ー
が
惣
百
娃
を
慣
激
せ
し
め
る
井
行

を
重
ね
、
且
つ
さ
か
ん
に
誓
約
後
も
ゑ
、
の
禁
を
破
る
行
動
を
と

つ
て
い
る
事
が
明
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
「
我
等
七
人
と

同
恋
不
仕
候
付
共
之
段
巾
的
メ
侯
処
然
ル
上
者
以
来
之
遼
我
篶

随
分
役
前
相
聞
七
人
之
者
共
江
為
司
獄
不
巾
七
人
之
も
の
ぬ
き

ん
で
巾
上
候
ハ
バ
差
押
へ
可
巾
旨
巾
込
侠
処
村
方
御
納
得
二
而

証
文
我
等
当
役
之
義
二
け
被
相
預
リ
憧
二
守
護
い
た
し
侯
」

　
と
あ
る
こ
と
か
ら
残
り
四
人
の
蒋
良
な
｝
犀
は
七
人
の
恐
肯

と
同
版
で
は
な
く
、
今
後
七
人
の
行
動
を
差
し
抑
え
る
事
牟
、
村

方
惣
百
姓
に
約
束
し
て
村
万
丼
獅
を
守
護
す
る
こ
し
し
に
な
つ
た

こ
と
が
閉
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
最
後
「
尤
此
後
村
万
一
）
全
之
席
二
而
七
人
之
も
、
い
、
〃
、

木
行
冊
七
人
之
片
我
な
を
巾
十
峡
ハ
ベ
其
節
吋
方
百
杵
之
内
玖



等
成
か
わ
り
七
人
之
者
差
押
へ
被
申
候
対
談
二
御
座
候
為
後
日

村
方
、
、
び
り
前
書
写
通
之
証
文
何
時
成
共
村
方
入
用
之
節
は
差
出

可
巾
．
候
預
り
手
形
価
而
如
件
」
　
「
寛
政
八
年
辰
三
月
」
と
四
人

の
げ
屋
が
七
人
の
我
意
を
よ
う
押
え
な
い
場
合
は
村
方
百
姓
の

カ
で
こ
れ
を
糸
抑
え
る
と
い
う
串
合
せ
が
事
件
後
三
年
も
た
っ

た
寛
政
八
年
に
行
わ
れ
、
二
札
」
の
手
形
が
と
り
か
わ
さ
れ
た

事
実
か
ら
推
し
て
、
庄
岸
解
職
事
件
は
そ
の
紛
争
後
も
長
く
尾

を
ひ
い
て
村
の
平
和
を
脅
や
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、

む

す

び

　
以
上
私
は
近
泄
都
市
近
郊
に
お
け
る
農
民
生
活
の
一
例
と
し

て
京
都
近
郊
の
城
州
－
乙
訓
郡
今
里
村
に
お
い
て
寛
政
年
閉
に
惹

起
し
た
吐
屋
解
職
遮
動
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
申
心
に
し
て
都

市
近
郊
農
村
に
お
け
る
農
民
生
活
の
一
断
面
を
解
明
し
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
庁
崖
解
聯
の
運
動
を
逝
し
て
考
察
さ
れ
得
る
こ

と
は
、
京
都
近
郊
農
村
は
公
、
私
領
の
入
也
が
松
め
て
復
雑
で

あ
り
、
殊
に
そ
の
姶
ん
ど
が
京
都
の
公
次
寺
院
ル
寺
地
蜘
の
私
領

に
な
り
、
従
つ
て
村
の
統
治
及
ぴ
方
、
配
機
推
．
も
伽
｝
で
は
な
く
、

村
庄
忠
、
地
蝋
げ
以
が
数
多
く
存
在
し
、
そ
の
任
期
も
長
く
、

　
　
　
近
に
都
市
近
郊
に
於
け
る
撲
民
生
沽
（
足
立
）

か
っ
世
襲
的
様
相
を
帯
び
て
お
り
相
当
権
カ
を
振
っ
て
い
た
こ

と
、
更
に
干
屋
の
申
に
は
地
頭
役
人
の
支
配
権
力
と
結
び
つ
き
。

互
に
共
謀
結
托
し
て
私
曲
を
働
き
、
善
良
な
る
農
民
を
圧
迫
し

て
私
腹
を
肥
や
し
、
遂
に
は
そ
の
生
活
を
危
機
に
陥
し
入
れ
る

が
如
き
非
行
を
重
ね
る
も
の
も
あ
つ
た
こ
と
、
殊
に
今
里
村
で

は
庄
屋
た
る
村
役
人
が
支
配
者
の
役
人
と
馴
れ
合
い
で
百
姓
の

土
地
を
横
領
し
た
り
、
御
料
地
を
分
割
し
た
り
、
或
い
は
年
貢
を

こ
ま
か
し
た
り
、
庄
屋
の
手
当
米
を
増
加
し
て
訴
訟
事
件
を
お

こ
し
遂
に
庄
屋
の
り
コ
ー
ル
運
動
ま
で
発
展
し
た
の
で
あ
る
が
、

他
に
も
不
問
或
は
不
明
の
う
ち
に
か
か
る
好
策
が
遂
行
さ
れ
た

も
の
も
多
か
つ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
一
方

一
般
被
支
配
百
姓
の
生
活
は
決
し
て
楽
で
は
な
く
、
か
か
る
支

配
者
層
側
に
立
つ
た
百
姓
の
私
腹
を
満
た
す
犠
牲
に
な
り
、
遂

に
は
破
産
し
て
都
市
に
安
征
の
地
を
求
め
て
離
村
し
て
行
く
所

剤
潰
れ
百
惚
の
姿
も
見
ら
れ
、
農
民
生
活
の
没
落
化
の
原
因
が

焔
業
高
利
賞
貴
本
の
農
村
佼
蝕
或
は
貞
秋
魚
担
の
過
重
、
或
は

凶
作
疫
朽
、
又
は
支
配
怖
州
の
収
奪
等
諸
原
囚
の
外
に
、
身
分

的
に
は
同
じ
被
文
配
賠
州
の
農
民
階
級
で
あ
り
乍
ら
支
配
者
側

に
立
つ
た
庁
斥
を
姶
め
と
す
る
村
役
人
の
詐
謀
好
策
に
よ
る
搾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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七
一
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）

取
と
掠
奪
に
も
原
因
が
あ
つ
た
こ
と
は
前
掲
の
「
村
方
庄
屋
百

姓
而
家
数
七
拾
軒
の
内
庄
屋
の
一
家
を
除
く
残
り
惣
百
姓
六
十

軒
余
立
行
不
申
」
と
か
或
は
「
右
体
の
我
儘
仕
侯
為
い
つ
と
は

な
く
百
姓
困
窮
仕
相
手
の
も
の
共
勝
手
相
働
き
身
上
内
護
宜
敷

相
成
如
此
二
而
者
村
方
相
続
難
仕
候
間
御
慈
悲
を
以
願
之
通

（
圧
屋
の
退
役
及
び
村
方
よ
り
の
追
放
）
御
聞
届
ケ
被
成
下
パ
難

有
可
奉
存
侯
」
と
か
の
村
方
惣
百
姓
の
悲
痛
な
叫
び
に
よ
つ
て

も
閉
ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
職
権
と
地
位
を
巧

妙
に
利
用
し
て
私
利
を
は
か
り
私
腹
を
肥
し
た
、
圧
屋
は
當
裕
化

し
、
反
面
そ
の
犠
牲
に
供
さ
れ
た
百
姓
は
没
落
の
危
険
に
追
込

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
一
つ
こ
の
事
件
に
附
随
灼
に
現
わ

れ
て
い
る
祐
筆
雇
傭
の
閉
題
で
あ
る
。
村
費
で
役
宅
を
建
て
、

か
つ
俸
給
を
賄
つ
て
碑
任
書
記
を
村
に
置
く
と
い
う
が
如
き
こ

と
は
、
京
都
近
郊
農
村
の
白
治
が
次
第
に
近
代
化
し
て
来
る
娑

で
も
あ
り
、
白
治
機
構
が
余
程
進
ん
で
い
る
事
を
示
す
も
の
と

注
〕
す
べ
き
ぷ
実
で
あ
る
。

　
さ
て
か
か
る
農
民
間
の
紛
争
は
決
し
て
偶
然
に
起
つ
た
も
の

で
は
な
く
必
ず
や
起
る
べ
き
理
由
が
あ
つ
て
発
生
し
た
の
て
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
（
七
二
〇
）

り
、
封
建
杜
会
の
変
遷
過
程
に
お
け
る
必
然
的
所
産
で
あ
る
。

そ
し
て
か
か
る
紛
争
事
件
を
契
機
に
し
て
近
世
の
村
方
内
に
お

け
る
封
建
体
制
は
無
意
識
の
う
ち
に
解
体
し
、
無
意
識
の
う
ち

に
近
代
化
の
方
向
を
指
向
し
、
そ
の
方
向
へ
押
し
流
さ
れ
て
行

く
の
で
あ
る
・
そ
し
て
か
か
る
紛
争
が
や
が
て
は
従
来
の
農
民

意
識
を
変
革
し
、
白
己
の
人
間
性
の
発
見
に
よ
つ
て
封
建
性
の

矛
盾
的
樫
柞
を
打
破
せ
ん
と
す
る
心
情
を
醸
成
し
、
封
建
体
制

崩
壊
に
重
要
な
役
割
と
意
義
を
も
つ
に
至
る
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
し
か
し
て
又
か
か
る
紛
争
は
当
時
の
杜
会
組
織
を
否
認
し
、

こ
れ
を
覆
え
し
て
新
な
る
杜
会
を
出
現
せ
ん
と
す
る
高
い
杜
会

観
、
世
界
観
に
も
と
ず
く
指
導
精
仰
に
よ
っ
て
桁
導
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
封
建
杜
会
の
永
遠
性
を
是
認
し
つ
つ
、
そ
の
絶

対
，
的
人
生
観
の
某
」
礎
の
上
に
演
出
せ
ら
れ
た
花
火
線
香
的
な
紛

争
事
件
で
あ
り
、
封
狸
礼
会
の
矛
盾
が
大
に
な
り
、
堪
え
得
ら

れ
な
く
な
つ
た
時
に
、
下
積
に
な
り
腹
待
さ
れ
て
い
た
百
姓
が

非
常
手
殴
に
出
た
の
で
あ
つ
て
、
彼
等
が
当
時
の
長
い
問
の
身

分
階
級
灼
観
怠
の
深
淵
の
中
に
囚
ら
わ
れ
て
い
た
箪
実
も
足
認

す
べ
き
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
航
蝸
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舳
響
什
伽
鮒
瓢
脈
イ
舳
榊
桝
柵
）


